
別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表 令和3年5月1日改正

種別 項　　目 現　　　　　行 改　　　　　正 理　　由

別表１　１－① 【監理（主任）技術者を」評価する項目】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 【監理（主任）技術者を」評価する項目】※特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。

1．施工体制

Ⅱ．配置技術者

（現場代理人等）

【評価対象項目】

別表１　１－⑤ 【施工】 【施工】

５.創意工夫 ⑮情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事。 ⑮ICT活用工事において、必須項目②④⑤でICTを活用した工事。

Ⅰ.創意工夫 ※本項目は2点の加点とする。 ※本項目は1点の加点とする。⑯に該当する場合はチェックしない。 

⑯ICT活用工事において、全ての項目①～⑤）でICTを活用した工事。 

【施工】 ※本項目は2点の加点とする。 

⑯特殊な工法や材料を用いた工事。 ⑰特殊な工法や材料を用いた工事。

⑰優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 ⑱優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。

別表２　１－④ ③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、　　　　　　　　　　主任技術者、品質証明員、請負会社 ③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社

７.法令遵守等 の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。 の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

（注意事項）

別表３　１－① 「評価対象項目」 「評価対象項目」

２．施工状況 ■　□　③工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 □　□　③工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。

Ⅰ.施工管理

「評価対象項目」

別表３　１-④—３３⑧　別表３　１—④—３３　その他工事　自由記載様式に必要事項等を記入して運用　 別表３　１—④—３３　その他工事　耐震性貯水槽設置工事（鋼製）を新規作成

その他工事 　　　　　　　　内容については別紙のとおり

別表１　２-② 「評価対象項目」 「評価対象項目」

2.施工状況 ⑥ ■ □  施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。 ⑥ □ □  施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。

Ⅰ．施工管理 ⑪ ■ □  使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。 ⑪ □ □  使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。

「評価対象項目」

別表１　２-④ 「評価対象項目」 評価対象項目
3. 出来形及び出来ば
え

① ■ □  承諾図等が、設計図書を満足している。 ① □ □  承諾図等が、設計図書を満足している。

Ⅰ．出来形 ② ■ □  施工図等が、設計図書を満足している。 ② □ □  施工図等が、設計図書を満足している。

「評価対象項目」

別表１　２-⑤-１ 評価対象項目 評価対象項目

3. 出来形及び出来ばえ① ■ □  材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。 ① □ □  材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。

Ⅱ．品質

建築工事

「評価対象項目」

別表２　２-① ※１．担当課長は、監督員及び主任監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。 ※１．評価員は、監督員　　　　　　　の意見を参考に総括的な評価を行う。

欄外
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耐震性貯水槽
設置工事（鋼製）

【監理（主任）技術
者を評価する項目】
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記載内容に誤りがあったも
のを修正



別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表別紙　工事成績採点の考査項目別運用表の改正箇所一覧表 令和3年5月1日改正

種別 項　　目 現　　　　　行 改　　　　　正 理　　由

別表２　２-②-2 ※２．評価員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。 ※２．監督員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

欄外 ※３．評価にあたっては、評価員の意見も参考に評価する。 ※３．評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

別表２　２-③ ※１．担当課長は、監督員及び主任監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。 ※１．評価員は、監督員　　　　　　　の意見を参考に総括的な評価を行う。

欄外

別表２　２－④ ③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、　　　　　　　　　　主任技術者、品質証明員、請負会社 ③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社

７.法令遵守等 の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。 の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

（注意事項）
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